
指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート概要(令和３年度事業分)

出資
法人

○ ～ 5年

○ ～ 5年

○ ～ 5年

○ ～ 1年

管理戸数

１戸
５戸
５戸
３戸
１戸
７戸
２戸
５戸
９戸
５戸
４戸
５戸
１戸

23,972,953

指定管理者名

設 置 目 的

主 な 業 務 の 内 容

◆山梨県特定公共賃貸住宅　１３団地・５３戸

  団地名
○塩部第一団地
○塩部第二団地
○和戸団地
○櫛形小笠原団地
○若草下今井団地
○韮崎穂坂団地
○高根南団地
○東山梨ぬくもり団地
○塩山熊野団地
○勝沼下岩崎団地
○鰍沢北部団地
○富沢団地
○河口湖小立団地

　　所在地
甲府市塩部１丁目３－７
甲府市塩部４丁目１１
甲府市和戸町９２０
南アルプス市小笠原１０９６－１
南アルプス市下今井１６１－１
韮崎市穂坂町宮久保４６５－１
北杜市高根町下黒沢２３００
山梨市上之割３７６－１
甲州市塩山熊野一の坪６－１
甲州市勝沼町下岩崎５１４－３
南巨摩郡富士川町鰍沢１５３－１０
南巨摩郡南部町福士２８５０－１
南都留郡富士河口湖町小立５９６３

主 な 施 設 内 容
（ 定 員 等 ）

　中堅所得者に対して、居住環境が良好な賃貸住宅を提供する。

備　　　　　考
（改築工事等の状況、
一括管理施設　等）

一括管理施設：山梨県準特定優良賃貸住宅（１３団地）

平成7年3月31日

山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例

塩部第一団地他県内12団地

(1)入居、退去業務
　・入居、退去及び明渡しに関する業務を行う。
(2)建物の維持保全業務
　・建物及び共同施設の維持保全に関する業務を行う。
(3)家賃徴収業務
　・家賃の納付の促進に関する業務を行う。

設 置 根 拠
（ 法 律 、 条 例 等 ）

設 置 年 月 日

18,421,384

3,904,591

山梨県住宅供給公社

山梨県住宅供給公社 R4.3.31

２　施設の概要

H28.4.1

R3.4.1

R3.3.31

所 在 地

H18.4.1 54,306,880

H28.3.31

１　指定管理者の推移

山梨県特定公共賃貸住宅(13団地)

県土整備部　住宅対策室

山梨県住宅供給公社

山梨県住宅供給公社

山梨県住宅供給公社 H23.4.1

H23.3.31

施 設 名

所 管 課

指定管理者

導入年度 平成１８年度

指定期間
委託料総額
（単位：円）
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート概要(令和３年度事業分)

３　指定管理業務に係る収支状況
（単位：円）

５　運営目標の達成状況（令和３年度）

６　施設所管課による総合的な評価及び指導事項（令和３年度）

７　施設所管課の指導事項に対する指定管理者の対応状況（令和３年度）

令和３年度令和２年度令和元年度平成29年度 備考平成30年度

△ 7,552

　　　　　年度
項目

収支差額 △ 792 0

3,904,5913,686,785

４　利用状況、利用者満足度の状況

　前年度に比べ入居者数が減少し、入居率は６４％となっており、目標値には届いていない。

　県営住宅に入居している世帯のうち、収入基準を超えている入居者に対し、特定公共賃貸住宅への住み替え
を積極的に斡旋し、入居率の向上を図る。

平成29年度 令和元年度平成30年度

利 用 実 績

利 用 者
満 足 度

38戸

備考

入居戸数

「満足」又は「どちらかといえ
ば満足」の合計
　◎：80%以上
　○：60%以上80%未満
　△：60%未満

35戸 34戸38戸

○

37戸

○○○○

　近年の傾向として、民間賃貸住宅の充実などにより、特定公共賃貸住宅は入居希望者が少ない状況であるこ
とから、入居率向上のため積極的な募集活動を講ずること。

令和３年度令和２年度

3,599,050

3,702,898

3,615,668

3,685,919

3,703,690

3,608,116収入合計

支出合計

3,904,5913,598,332

△ 866 △ 718
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)

山梨県特定公共賃貸住宅(13団地)

県土整備部　住宅対策室

山梨県住宅供給公社

１　利用状況 （単位：戸、％）

２　類似施設・近隣施設

３　補修工事等の状況（令和３年度） （単位：円）

県

県

管

管

管

４　自動販売機設置状況等（令和３年度） （単位：円）

施 設 名

指定管理者

所 管 課

修繕等の負担区分（基本協定書）：改修、改築等については、県が実施。修繕(施設の機能を増加
する工事を除く)については指定管理者が実施

名 称 ・ 施 設
内 容 等

県営及び市町村営住宅

令和元年度

53

平成29年度 令和２年度

38

71.7% 69.8%

目標値の設定方法

東山梨ぬくもり台所天井灯不良、トイレロータンク内水止水弁不良修繕他91件

台数

利 用 者 数 合 計

目 標 値 53

全戸入居を目標とする

入居戸数

実績／目標割合 64.2%

53

66.0%

38 38 37

34

53

38

71.7%

53

利
用
者
数

利
用
率 入居戸数／管理戸数

稼働率等（利用率）
の 算 定 方 法

34

37

35

66.0%

令和３年度

35

平成30年度

71.7% 69.8%

140,313

64.2%71.7%稼働率等（利用率）

82,110

1,817,381

1,263,267

東山梨ぬくもり団地インターフォン不良修繕

選定方法 収入割合 収入額

県営塩部第二団地１号館給湯器取替工事

若草下今井団地１号館給湯器取替工事

東山梨ぬくもり団地インターフォン不良、台所流し台水栓・洗面台漏水修繕 109,780

仕入（支出）額
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)

５　指定管理業務に係る収支状況 （単位：円）

A 収入額計

負担金
減価償却費
報償費
公課費・自動車税

外部委託費

＊指定管理者委託料÷入居戸数（単位：円）

（参考）使用料の県への納付状況

使用料・借地料 28,785 23,987 23,530 25,815 40,435

Ｂ 支出額計

15,991 16,677

11,651

1,909,512
15,306 10,280

26,216,70028,459,00028,538,50031,250,00031,461,400

457,125

16.7%
23,530

0

423,086
34,039

967,100 973,600 917,900 884,700

29,456,400 29,343,700

△ 7,552

94,950.4 114,840.996,997.9 97,252.2 105,797.1

△ 866 △ 718 △ 792

32,223,600

平成29年度

外部委託比率

駐車場使用料

一戸当たり指定管理者委託料＊

県への納付金

収 支 差 額 （ Ａ - Ｂ ）

2,009,271

1,142

10,280

1,897,347

1,599 1,371 1,599

261,368
10,966

191,063

496,646
エレベータ保守管理費等 488,194

令和２年度 令和３年度平成29年度 平成30年度 令和元年度

1,142
601,276

3,904,591

914
597,849

914

3,599,050
608,129

3,686,785

収
　
入

指定管理委託料

3,608,116
施設利用料

3,608,116

旅費
593,280人件費

914

3,904,591

3,904,591

3,598,332

3,598,3323,685,919 3,702,898

3,685,919 3,702,898

31,581

工事請負費

1,599

2,033,473

1,142

12,336
294,581

1,1421,142

需用費（光熱水費・消耗品）

268,039

15,078
住宅修繕費等

172,316
役務費

300,608

3,703,690

11,422

30,667

342,695

27,046,300合計

829,600

471,289 461,237

令和３年度令和２年度令和元年度平成30年度

32,428,500

524,517

家賃

項目

支
　
出

628,918
36,323

3,615,668
618,866

1,763,860

914

355,586
29,611

1,142

31,371

12.6% 14.2%13.7% 13.8%

31,278

1,599

273,307 337,114

652,448504,186

飲料水適合検査等 32,897 35,409
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)

６　利用者満足度

利用者の意見
への対応

【受付】
・入居者の立場にたった対応を心がけ、これからも入居者に満足いただけるよう努め
る。
・窓口職員の接客応対の技術の差を縮めるよう、改善に努める。

【修繕】
・建物が老朽化する中、修繕に対する理解を得るため、修繕費用の個人・県の負担
区分や修繕に係る適切な説明を丁寧に行う。
・修繕対応を可及的速やかに行えるように多数の修繕業者による修繕対応を今後も
継続する。

【総合】
・利用者の様々な事情や、多様な修繕に公社単独で対応することは非常に困難で
あるが、関係機関などと協力し改善に努める。
・入居者については様々な事情を抱えているケースが多いが、個々の事情に応じた
対応を丁寧に行い、さらなる県民サービスの向上に努めたい。

16.0%

【受付】
・あまり待たなかった。・わかり易い。
・対応した職員に多少の差を感じる。
・ほとんどの職員が親切　・管理人として相談者側の意に沿っていない。

【修繕】
・電話対応の担当者により対応、説明に差がある、業者によって対応スキル等に違
いを感じる。

【総合】
・電話では対応していただいているが、団地に訪問して直接聞いて欲しい。

施設全般の満足度

59.0%

43.0%

利用者の
主な意見

62.0% 20.0% 2.0%

16.0% 62.0% 20.0%総合的な満足度

1.0%

2.0%

11.0%

実施時期：令和４年3月（準特と同じ）
実施方法：各団地管理人へのアンケート
回答数：９０人（発送数１３０人）

満足

受付：説明のわかりやす
さ

5.0%38.0%

受付：全体の印象 53.0% 4.0%

修繕への対応

36.0% 4.0%

46.0%

どちらかといえば
満足

どちらかといえば
不満

不満

受付：窓口の対応 43.0% 35.0% 22.0%

実施方法等
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)
７　評価結果

項目 指定管理者の自己評価 施設所管課の評価

　アンケート結果から、７割以上の利用者が満
足している状況である。今後も入居者の立場
にたった親切丁寧な対応を行い、サービスの
向上に努めること。

　計画どおり執行した。

運営業務

自主事業

　施設の法定点検等、計画されている業
務は着実に実施した。
　また、点検結果に基づき遊具の補修・
撤去や、浄化槽の保全等、危険性のある
もの並びに、日常生活に支障を来すもの
について素早い対応を心がけ、安全で快
適に過ごせるよう努めた。

利用者
満足度

　窓口では、誤解のないよう親切丁寧な
対応を心がけ、必要書類、保証人資格な
どを確認して受付した。
　また、家賃等債務保証業者等に対する
電話等による問い合わせにおいても、分
かりやすい説明をするようにしている。

　アンケート結果から概ね入居者が満足
している状況である。
　今後は、頂いた意見に対して、引き続き
親切丁寧な対応に努める。

　公営住宅の収入基準を超えている入居相談
者への情報提供とともに、入居基準を超える
入居者への積極的な斡旋を行い、入居率の
向上に努めること。

　概ね事業計画どおりに執行されている。計
画修繕等については、優先順位等を設定しな
がら、速やかに対応するとともに、保守管理業
務を適正に実施すること。

　利用状況は６４％となっている。
入居者の要件により、退去後の空家に対
する需要が少ないが、制度を遵守し適切
な管理に努めた。

利用状況

維持管理
業　　　務

収支状況

　収支計画どおりに執行している。

　職員や修繕業者によって説明や対応スキル
に差があるとの意見があることから、公社にお
いて接遇研修を行うなど、一層親切丁寧に対
応できるよう、取り組まれたい。
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指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)

８　施設所管課による定期評価結果

　運営経費

　準特定優良賃貸住宅と特定公共賃貸
住宅合わせた年間支出額について、当
初委託契約額17,109千円であったが、経
費節減に努め１７千円減の17,092千円で
委託料を精算した。
　以前より、限られた予算を最大限に有
効活用して運営にあたっている。

　今後も修繕の発注方法をまとめたり、修繕箇
所の適切な選定、部品交換の箇所の工夫な
どにより、経費の節減及び有効活用に努める
こと。

アンケート

　利用者満足度アンケートの結果、総合
的な満足度について「満足」又は「どちら
かといえば満足」の合計が78％となり、目
標の８０％には及ばなかったが、良好な
結果となった。

　アンケート結果について、改善すべき点や
改善方法を公社職員内で情報を共有し、更な
るサービスの向上に努めること。

施設の利用
促進業務

　前年度末入居戸数３５戸に対して今年
度末入居戸数が３４戸となり、ほぼ現状維
持となった。

　民間賃貸住宅の充実などにより、特定公共
賃貸住宅は入居希望者が少ない状況である
ことから、入居率向上のための積極的な募集
活動を講ずること。

評価 改善内容
施策推進

業務の内容

7



指定管理施設の管理運営状況評価(モニタリング)シート詳細(令和３年度事業分)

９　管理体制（組織図）

令和３年４月１日現在

1

　

1

1

1

1 1 1

1

1

5

1 人

1 人

1 人

1 人 3

3 人

5 人

5 人

10 人

27 人 5

理事長

一般職員
（総務担当）

1
臨時職員

一般職員
（管理担当）

2

臨時職員

専務理事

事務局長

住宅部長

総務企画課長 事業課長 住宅管理課長

一般職員 一般職員
（収納担当）

兼
非常勤職員

臨時職員

合計 非常勤職員

臨時職員

理事長 一般職員
（維持担当）

2
専務理事

事務局長

部長 臨時職員

課長
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